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（議事日程） 

日程第１  報告事項   友好都市との学校間交流促進について（案） 

日程第２  報告事項   第１０回中学生「東京駅伝」大会について 

日程第３  報告事項   平成３０年度前期目黒区立学校における不登校の

状況について 

日程第４  報告事項   学校給食使用前食材等の放射性物質検査の結果に

ついて（自然宿泊体験教室給食含む） 

 

資料配布 

・目黒区校長交際費支出損害賠償請求上告事件の決定について 
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（午前９時３０分開会） 

 

○教育長   第４１回目黒区教育委員会定例会を開会いたします。本日の欠

席委員、欠席職員はございません。署名委員は中山委員です。 

       それでは、日程第１を議題とします。 

 

（日程第１  友好都市との学校間交流促進について（案）（報告事項）） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等はございますか。 

○委員    直接交流というのは、生徒同士が会って何かイベント等を催す

ものだと思いますけれども、間接交流はどんなことをしているの

でしょうか。 

       あと、目黒中央中学校は、平成３１年度から修学旅行を実施す

ると書かれていますが、ここでは現地校との直接交流及び間接交

流はないという認識でよろしいでしょうか。 

○説明員   間接交流につきましては、例えば、学年、学級ごとの手紙の交

換や、ビデオレター等の交換をしております。また、角田市には

それぞれ共同の田んぼがございますので、この田んぼの立て看板

を目黒区立学校が作成して届けるといったような交流をさせてい

ただいています。 

       ２点目につきましては、この修学旅行に関しましては、２泊３

日という限られた日数、時間も本当に限られています。目黒中央

中学校は規模が大きいので、学校にバスで４台、５台向かって、

体育館に並ぶだけでかなりの時間を要してしまうということから、

今回は目黒中央中学校に限っては、直接的な交流ではなく、修学

旅行として現地へ行くことのみにしたいという要望がございます

ので、そのような形で進めていくところです。 

○教育長   色々なところで直接交流と間接交流が出てくるので、なかなか

外部の方にはわかりづらいところがありますので、今後、資料の

修正をお願いしたいと思います。 

○委員    今後のことについて伺いたいと思いますが、こういった交流は

特に、小学生、中学生の小さいときの印象に残る貴重な経験であ

ると思っています。今後ともこの交流を広める方向ですと、継続

も大事なことではありますが、新規の学校を増やせないのでしょ

うか。 
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○説明員   まず、角田市との交流につきましては、自然宿泊体験教室がま

だ現時点では再開できないという段階ですので、こちらについて

は今後の可能な限りの直接交流及び間接交流の実施状況を見て考

えていかなければいけないということ、気仙沼につきましては、

目黒区からの距離が遠いので、現在は２校にとどめているという

ところがございます。 

       それから、金沢市との交流につきましては、新たに３校が実施

するということでございますので、この枠組みの中で今後ご指摘

いただいた拡大するという方向についても検討してまいりたいと

思いますが、事務局としては、１つの友好都市だけを拡大してい

くということに対しては、少し違和感がございますので、バラン

スよく検討してまいりたいと考えています。 

○教育長   その他ご質問等ございますか。 

       特にないようですのでこの報告を受けました。 

       次に日程第２を議題とします。 

 

（日程第２  第１０回中学生「東京駅伝」大会について（報告事項）） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等はございますか。 

○委員    各学校１人というのは、基本原則で、やむを得ないとしまして

も、各自が持っている記録は指導する先生方は把握されていると

思いますけれども、できれば我々にも数字を教えていただければ、

応援のめり張りをつけることができると思います。そういうこと

は可能でしょうか。 

○説明員   目黒区のチームの子どもたちが持っている自己ベスト、これを

さらに更新していくということが重要です。目黒区の最高記録、

男子でいうと２時間２５分５４秒、女子でいうと１時間５６分５

６秒という、これまで培った最高記録がございますので、この記

録をまずは目指していくということが大きな目標になると思いま

す。 

       その中でそれぞれの子どもたちが持っている自己のベストとい

うのがございますので、大会に対してはどれぐらいの速さで走る

かという目標を持たせて取り組ませております。それを実際に応

援する方々にご提示できるかということにつきましては、こちら

の総監督を行う校長と今後検討してまいりたいと考えています。 
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○教育長   裏面の地図がわかりづらいです。沿道での応援にも関連すると

思いますけれども、どこがスタートで、どこがゴールで、４００

メートル以上離れたところは、どこからどこの区間を指している

のでしょうか。武蔵野の森総合スポーツプラザですけれども、こ

ちらは人数の制限がない、ばらばらに座るということは理解しま

したけれども、人数の制限は議会等も含めてないということでよ

ろしいのでしょうか。 

○説明員   まず、スタート、ゴールにつきましては、アミノバイタルフィ

ールドからスタートし、ここに帰ってきますので、味の素スタジ

アムの右斜め上のモニタと書いてあるところ、こちらに星印があ

ると思いますけれども、ここが練習コースとなっており、その下

がスタート地点だと考えられます。 

       それから、記載の一番下に「常設トイレ」とございますが、こ

の上にバス１０台、「モニタ」とあるところが各区市が応援を行

うところでございます。 

       こちらは２，６００人が収容ということでございますので、各

区市の関係者が室内になりますので、こちらで観戦できる、いわ

ゆるパブリックビューイングのような形になりますので、こちら

からは完全にその応援の声が届かないという形になります。なか

なかこのスポーツプラザのメインアリーナと会場との行き来がし

づらい状況と考えてございます。 

○教育長   ２３区２６市、町村も入れば、１自治体当たり５０人ぐらいで

すかね。人数制限は大丈夫ですね。 

○説明員   現在のところ、そういった制限についての連絡は来ていないと

ころでございます。 

○教育長   その他ご質問等ございますか。 

       特にないようですのでこの報告を受けました。 

       次に日程第３を議題とします。 

 

（日程第３  平成３０年度前期目黒区立学校における不登校の状況について

（報告事項）） 

 

○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等はございますか。 

○委員    不登校の要因ですけれども、これは誰が回答をするのでしょう

か。小学校の低学年は保護者に書いてもらっていると思いますが、



 - 6 - 

学校が分析して提出しているものでしょうか。 

○説明員   学校側が私どもの質問に対して答えるという関係でございます。 

○教育長   スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーの方の意

見はここに反映されていないという理解でいいですか。 

○説明員   各学校でスクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー

がお一人お一人の児童・生徒にかかわっている場合、その分析に

加わるということはあります。 

○委員    いじめを除く友人関係をめぐる問題は、友人関係のトラブルで

学校に行きたくないということが理由だと思いますけれども、具

体的にわかっていることはありますか。 

○説明員   具体的な例で申し上げますと、小学校で、長期欠席から友達と

のかかわりに不安を抱き、欠席となっているというケース。それ

から、周りにどう見られているか不安で登校できないといった申

し立てがあるケースです。中学校の例で申し上げますと、学校と

いう言葉すら受け入れられない、家から外に出られない、登校時

周囲の反応が不安だというような方、それから、転校前の学校の

ツイッターによってご自分の話題が波及した、そのことに対して

まだ不安に思っているということなどです。 

○委員    心身の疾病やけがを除く、ということですが、不安、無気力、

心の病というか、例えば不安神経症だとか、医学的な範疇に入る

ものがあるのではないかと思います。それをどうやって医療的ケ

アに持っていくかとか、そういう手段、方法はどうでしょうか。 

○説明員   学校側で最も苦慮しているところの一つです。例えば受診をし

て、病名がつく、診断がされて、服薬・投薬などをされるという

状況であれば、疾病になりますので、不登校の統計からは外され

ます。例えば受診がされていない、又は一旦受診したけれども、

確定的な診断はない、投薬もされていないということだと、学校

としてどちらにしていいかわからないということがあって、統計

上は不登校になるということがあります。 

       また、スクールソーシャルワーカーなどは活用はされているの

ですけれども、保護者側が頑として受診を拒んでいらっしゃる、

ご本人も拒むという例もあります。 

       保健センターの相談事業や、さまざまな講演会などに保護者を

お誘いするなり、勧奨するなりして、少しずつご納得の上、受診

をしていただくという試みをしている例もございます。 

○委員    例えば不登校の要因の、小学校では学業の不振の無気力という
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ところは０ですが、中学校では、学業の不振の無気力が一挙に１

０と、大部分を占めるようになります。 

       どうしてこういう数字になるのか。小学生は自分自身で学業の

不振は余り意識しない。ところが、中学生になると、例えば国語

は好きだけれども、算数は嫌いだということで、１科目だけ嫌い

でも学業の不振に入ってしまうと思います。 

       同じようなことですけれども、家庭に係る状況の中で、これも

無気力の傾向とクロス集計されていますけれども、これも難しい

設問だと思います。家庭の生活環境の急激な変化、親子関係をめ

ぐる問題、家庭内の不和、これらに対して、聞かれる生徒たちが

どう答えるのかが、理解できないところもあります。その分析な

どされていますか。 

○説明員   文部科学省の調査に基づいた項目を選択肢として、各学校が判

断しているわけですが、以前はクロス集計ではなく、１つの軸で

の集計でしたから、不安ですとか、無気力というような数字が突

出していたわけですが、中身を分析しようとして、クロス集計が

始まりました。 

       全国的な統計の数字で見ますと、例えば小学校の（２）の不登

校の要因、⑥のいじめから⑯の家庭内の不和まででございますと、

報道もされているのですが、一番下の家庭に係る状況というとこ

ろが全国では５４％ですが、目黒区の場合は、ここは２５％とい

うことで、学校から見て家庭のせいにしていないと言えると思い

ます。 

       これは友人関係、学業の不振でも言えることです。逆に、教職

員との関係をめぐる問題が増えています。全国では４．０％の数

字で推移していますが、目黒区では１３．９％ということで、学

校では真摯に分析をしていると受け取られる面があります。 

       中学校でも、一番多い要因は全国的には家庭に係る状況が３０．

８％でございました。目黒区では計算しますと２１．４％ですの

で、中学校でも家庭のせいにしていない姿勢が感じられます。 

       ただいまご質問がありました気になるという点については、目

黒区として、誠実に取り組んでいると考えております。 

○委員    疾病という概念に入ると、長期不登校になってしまったときに

何か救済する制度があるのでしょうか。例えば不登校が長期間続

いたときに、卒業できないという人もいるのでしょうか。 

○説明員   実態として不登校の日数によって卒業ができなかったという実
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態はございません。 

       不登校になっても、いろいろなところで学習をしているという

ことであれば、校長の判断で登校として扱っているということも

ございます。 

       例えば東京都全体の制度で見ると、病院に長期入院されている

児童・生徒の場合は、都立特別支援学校からの訪問教育などで、

入院先に訪問しているというようなこともございます。 

       この不登校の統計でいう、疾病かどうかというところは、学校

側で不登校を防止したり、対応したりというときに、学校側とし

てできることがあるのかどうかというところが一番大きいと思っ

ております。 

       疾病だと、医療機関に委ねてということになりますし、疾病で

なければ学校でも何かしらできるのではないかといった見定めだ

と考えております。 

○委員    不登校は複雑な要因が絡み合っているので、対応に苦慮されて

いると思いますし、難しい問題だと思いますけれども、今回拝見

したこの資料を見るとよく分析されていて、特に、学校に係る状

況のところで、学業の不振とか、いじめを除く友人関係をめぐる

問題とかで、まだまだ学校がかかわっていけるところがあると思

いました。 

       ６ページの登校できるようになった児童・生徒に効果のあった

学校の措置というところで、教員、スクールカウンセラー、スク

ールソーシャルワーカーの働きとか、本人に対する働きかけなど

苦労されていて、それが一定の成果を挙げているというのはよく

わかりましたので、引き続き学校の中でこの難しい不登校の問題

に尽力されて、少しでもいい解決ができるように望んでいます。 

       特に、いじめを除く友人関係をめぐる問題というのが、潜在的

ないじめにという視点はとてもいい、的を射ているなと思います

ので、引き続きケアをしていただきたいと思います。意見です。 

○教育長   その他ご質問等ございますか。 

       特にないようですのでこの報告を受けました。 

       次に日程第３を議題とします。 

 

（日程第４  学校給食使用前食材等の放射性物質検査の結果について（自然

宿泊体験教室含む）（報告事項）） 
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○説明員   （資料により説明） 

○教育長   この件についてご質問等はございますか。 

       特にないようですのでこの報告を受けました。 

 

資料配布 

・目黒区校長交際費支出損害賠償請求上告事件の決定について 

 

○教育長   その他何かございますか。 

○説明員   区内保育園における細菌性赤痢の発生と対応状況でございます

けれども、以前にもご説明しましたとおり、１０月１２日、区内

保育園の通園児１人が、細菌性赤痢と判断されて、医療機関から

保健所に対し発生届がありました。その後、感染が拡大する中で、

現在まで対応と感染予防に努めております。 

       １１月４日、日曜日現在ですけれども、感染者数は３６人、内

訳が、園児が２８人、園職員が４人、園保護者４人ということで、

重症者は確認されておりません。 

       この３６人のうち、２７人は既に除菌が確認されております。

２７人の内訳が、園児が２４人、園職員が１人、園保護者が２人

という状況でございます。 

       これまで関係部局でも事業を一部中止、あるいは保育園を初め

とする関連施設等への注意喚起、手洗いの励行であるとか、除菌

を行っておりますが、１０月２２日、月曜日に１３人の発生届が

提出されて、感染者数が２１人となったのを境に、発生届の提出

数は減少傾向にございます。 

       現在は新たな発生届は出ておりませんが、今後新たな発生届が

あった場合は、治療の勧奨とともに、手洗い指導、家庭内消毒に

ついての指導を徹底するなど、引き続き感染防止対策を行うとい

うこと、区としては区民向けの注意喚起など、現行の感染予防の

対応を継続するということ、当該保育園関係者以外に感染者が発

生した場合、例えば学校で出たとか、そういった場合は属性が変

化したということで、検査対象を拡大するなど、対応策の強化を

図るということで、危機管理会議で決定されております。 

○教育長   ありがとうございました。 

       各学校でも水際で慎重な取り組みをしていただいておりますの

で、現時点では学校関係では一切発生していないということであ

ります。 



 - 10 - 

       その他ございますか。 

○説明員   東京駅伝の答弁について、訂正をさせてください。 

       武蔵野の森総合スポーツプラザで、先ほど観戦者の割り当てに

ついて、通知がないと申し上げましたけれども、１２０席目黒区

に割り当てられるということで、３階が選手等関係者、４階が保

護者、一般ということで、３階５０席、４階７０席程度目黒区に

割り当てられるというところでございます。おわびとともに訂正

させていただきます。 

○教育長   以上で本日の定例会を閉会します。 

 

（午前１０時２８分閉会） 


